
高井郡の戦国時代～近世への展望～
松本蟻ヶ崎高校教諭村石正行

はじめに 信越に所債を有する信灘武士について

表高梨氏の所領分布

上越市

板倉町
小千谷市
新井市

三和町
十日町市

南魚沼郡

新屋寺村新党本堂岡宿蓬田杉 袋 初 山 国 街 分
吉野之内小野次郎知行分

石塚・針村米津
小千屋高 梨
中宿
比悶森鴨居村吉田知行分
伊達之内戸丸惣右衛門尉知行分
上回之内尻高左京亮知行分 大きろく・小きろく
せんこく 竹俣

1之内川中島内山知行分

表越後に所領を有した信濃を本貫とする武士

信濃川流域｜井上氏 ！西蒲原郡河中島
須田氏 : （白鳥荘）後須閏

扇｝礼元弱－－ -r：究長－一rl~昔弘繭－白－－－－－－．目’．－－－－－－値－－一町司－－－－
岩井氏 ：三島郡岩井．道金．鬼木村板倉 三島郡水木
上倉氏 i三島郡水吉

尾崎氏 j頚城郡鴨居村
北村氏 ；三島郡水吉
中野氏 i頚城郡富川保・とひた牧

．ー・・幽・・・圃欄．万J!.J＿~－－－L主主伎：J竃J!H%＿＿回’
阿賀野流域 i島津氏 ；奥山庄内問在家の散在所領 三島郡村岡

引ノl工甲却ー曲＿0麓笹山1江主主F蕗．『ーー
姫川流域 イ二科氏 : 

越後国人と婚姻関係を有する信漫武士

今清水氏 名字の地が越後国上越。

中野氏 中野馬允と頚城郡の関係。頚城郡冨川保

市河氏

須田氏
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鎌倉・南北朝 大井田・倉俣などと婚姻関係（市河文書

．藤姓市河系図）

雪村友梅→「釈友梅、雪村と号す。別号は幻空、越後白 長 」

；：才女！
「イ

鳥県の源氏子なり。母は須田氏」（「本朝高僧伝j） 

信重半国守護上杉氏

『大乗院寺社雑事記』文明 9年 12月条（各国守護）

上杉、
信濃国

小笠原、
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景1 永正の乱と偉灘・越後

永正 3年（ 1506) 8月長尾為景が守護代となる

→守護と守護代の対立が激化（永正の乱）

守護上杉房能を守護職から追放し松之山（十日町市）で自害させる（高梨政盛も参加）

→新越後国守護房能の養子上杉定実



永正6年 関東管領上杉顕定が弟房能の死を怒り、子の憲房を越後へ攻め入らせたが憲房は敗れる

顕定が兵を率い越後へ入り信濃衆を破り、尾崎荘（飯山市）に入る

高梨・市f可・泉衆は居館に立てこもる

顧定は定実と為景を国外へ追放→西浜口（糸魚川）～高梨口より帰国

永正 7年 高梨・市河・泉・嶋津など信濃衆出陣し関東管領顧定を追い、高梨政盛により殺害される

永正 10年 守護上杉定実が長尾為景と対立。政盛死去（永正 10年 4月 27日没）

【史料 1l「守護上杉定実奉行人斎藤昌長・千坂景長連署状J（『新潟県史』中世史料（補遺））

井 k・海野・島津・栗田そのほか信州衆相談じ、関口より乱入すべきの由、方々注進到来、然らば上

田口よりも定めて凶徒出張べく候殿、各用意あり、御一左右の上、時日を移さず、出陣あるべき旨、

揚河北衆へ、堅く申届らるべく、仰出され候者血、（謝日件、

（永正六年）八月五日 （島宇

（為景） 景長
長尾六郎殿

【史料 2l「長尾為景書状」（『越後文書宝翰集』中条氏文書九）

猶々啓候、関口事、信州よりハ境一口候問、聞くごとく候問、程あるべからず候、急度御用意簡要候、

井上・海野・島津・栗田其外信州面々、相談をとげ、関口より乱入すべく候由、方々注進候、然らば

上田口も凶徒出張るべき敗、皆々御用意あり、御一左右上、時日告と移さず、出陣の由候、書を奉られ

候、御一覧後、黒川とのへ申さるべき事候、恐々謹言、

（永正六年）八月八日 呼議長景）

中条弾正左衛門尉殿
宗弘（花押）

［史料 31 I金沢系関略伝J （『山形県史』）
（伊達尚宗）

今般越後上杉定実公・長尾為景殿へ加勢のため、大膳大夫殿御出馬これあり候問、我等より下長井

の御被官衆へ、こ惇品群の様体、兼て長尾性仔簡共ニ披露せしめ置候様にと、御下知によ

り申達し候、先ず越後六郎殿において始め、長尾中務少、中候弾正左衛門・斎藤三郎左衛門・毛利

新左衛門・宇佐美弥七郎等、定実公御下知として、本庄三河入道・色部修理進・八候修理亮・同左

衛門尉・山吉孫次郎・上保弥五郎・桃井讃岐守・石川駿河守等在責相戦われ候、但し房能殿御方た

るによってかくのごとくに候由、又信州衆市川甲斐守殿・小笠原大膳大夫殿・泉信濃介殿・高梨摂
（室長布）

津守殿、此等信濃・越後の境敷見口・白鳥口と号し候所より六郎殿に味方として、越州津張の庄へ

出張り、憲房殿の御味方と相戦われ候処、憲房殿打負かされ、これにより関東管領顕定、戦に報い

んがため、上州より越後に打入り申さる所、関東衆に打散され、信州衆泉殿領内尾崎之庄と申処へ

取ち除かれ候処、又候顕定その地へ打入られ候、又信州衆相散じ、高梨方も市川方も泉方も居館〉

山につほみ申され候由、（略）、よって催促之廻文くだんのごとし

永正六年八月十一日辰之刻

［資料4］「上杉定実書状J（築地氏文書）

国分平五郎
胤重（略）

不意題目故、越中に至り入馬候、年内風雪に及び候問、延引をおこない候、京都上位御厳重候問、
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来年越中・能登・飛騨・信濃相談、西漬口・高梨口の事調儀を成すべく候、その口事伊達方懇切申

越され候問、偏へに相憲み候、兵談あり入国の期、いよいよ軍功を励まるべく候由、感悦たるべく

候、本意の上努々疎略あるべからず候、何様来春重ねて申送るべく候、謹言、

（永正六年）十月六日 定実（花押）

築地修理亮殿

［史料 5l「上杉憲房書状案」『武家事紀』

そもそも去る六月十二日椎屋一戦に飢（ユ富昨失い候、所存の外に候しかるところ長尾六郎・高梨摂

津守競ひ来り候問、！同廿日 A 戦を遂げ可誇討死、申すに及ばざる次第に候、椎屋ー戦の後は妻有の

庄に某馬を立て候、国中かくの如きの上は力及ばず関東へ馬を入れ白井のところに（下略）

（永正七年）八月三日

上乗院御同宿中

【史料6l「長尾為景書状J（伊達家文書）

藤原憲房

芳墨到来、喜悦せしめ候、よって今般御加勢あるべきの旨、恰慶少からず、当邦追日思の~に候、そ

の境男lj儀なく候哉、境より越中衆推参これ有ベき勲、思慮、に過ぎず候、併信州衆高梨・小笠原・泉・市川

・島津方出勢これあり、関東衆追散申され候、殊に其境より御出勢においては、本意近日たるべきの条、

尚必御出勢待入候、恐々謹言、

（永正七年）七月朔日

伊達殿

長尾為景

｛史料 7］「島津貞忠書状j （上杉家文書）

安元時宜につき、急候問、今朝関河方迄飛脚まいらせ候キ、然処、御同前御尋、畏入候、村上・香坂

領中候小嶋田と号する地、中野牢人相集の由、その聞得候問、時宜心元なく存候処、中野家中ニ子細

まとい候なと〉風間候問、（中略）去廿二寅魁、かの牢人衆被官中野ニ相残候者共、色あらわし候処、

南口通路なく利を夫い、散々罷成候問、中野へ鎚懸、或者生取、又者カ；品やられ候由申候、今分ニ

候ハ入指事有間敷候かと存候、御心安かるべく候、河西通路の事者、愚老候ハん間ハ涯分申付べ

く候問、日日焼有開敷候、河東の事、いよいよ須田・綿内へ仰付らるべく候、 5jljf百栗田方自ら戦をかけ、

まとわれ候なと Lハ、今日只今まてハ此方へその関得なく候、ただし彼地の事は、仏在所候問、中野

牢人衆も、遊行事これあるべく候勲、委は存ぜず候、何様御意透彼方へ申越すべく候、先書ここもと

の様体具に申候問、早々御報に及び候、沙汰なきにあらず候、恐々謹言

（永正十年カ）七月廿四日
島官官、（花押）

（為景）

長尾殿御報

当国其御固まて、色々不思議なるまといの由申候、御進退何篇にも御用心街要候、しかりといえども面白なく申

す事候へ共、当国衆我々を始として何も若輩候問、甲斐 d～敷く計儀を致し得間敷侯問、御心安かるべく候、返
（在交｝ 様

々今度は草聞大炊助武略を致し、夜更・小嶋の被宮山々よりさかし出し数多捕取、両人はつ付ニかけ候、まと

とに比類なく候、
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2 境目領主市河氏

( 1 ）越後に所領を持った市河氏

｛史料s]r武田信玄判物j （吉川金蔵氏所蔵文書）

「市川新六郎J（封紙ウハ書）

定

信・越両国の内、祖父以来在所に至り、退出の瑚拘来らる知行相違あるべからず候、又越後妻有庄

の内、！日領の外二郷出置候、ただし申掠らる旨あり候ハ、重而聞合下知加ふべきもの血、初如件、

永禄十年丁卯 一 （武田信玄）

六)j,十六日 （花押）
市川新六郎殿

( 2）旧領を回復する市阿氏

【史料9］「上杉景勝書状」

其元の様体二付而、きっと脚力到来、具に開届候、縦い市川如何様二申廻候共実所と心得らる間布

蛙、其地有無衆用心も大切之由候問、人数差越候、口遣迄なく候といえども、普請用心等油断ある

べからず候、扱又、条々申越通、委細間届候、精ハ源五殿仰届らるべく候、猶万吉重雨、謹言、

六月十九日 景勝（花押）

小森揮刑部少輔殿

［史料 10 l「上杉景勝書状」（永山祐三氏所蔵文書）

重而源五殿迄指越書中披見、［其地］之事、市川請取ベき由申候殿、これにより、今日甲陣へ飛脚を

遣はし候、定て別義有開敷候、縦い如何様ニ申候共、其地堅固ニ相抱へらるべく候事、簡要候、以

前人数之事申越され候問、員lj差遣候、此度の儀候問、如何共手堅仕置専一候、此義は市川所行たる

べく候、勝頼へ深く子細を申合候問、か様の少差を以、大途違らる事有間布（候）、其心得尤候、相

替儀候者、追々申越べく（候）、猶源五殿申届くべく候、謹言、

六月廿三日 景勝（花押）

小森葎刑部少輔殿

( 3）両属する市河氏

【史料 11 l「市川信房・大熊長秀連署状J() 

去四日口御書昨六日到着、拝翰せしめ候、伯て仰下さる趣其旨存候、然りといへども、当地昨今罷り

移り、人数なく候条、何篇ニ茂甲州下知を受る両人の衆相談、疎意に存ずべからず候、内々此等の趣

御詰に及ぶべく候といへども、先日も申達候のごとく、遠慮故其儀なく候、宜しく御取成仰するとこ

ろ候、恐々謹言

（天正六年）十月七日

（慶綱）

竹俣三濯富殿

新発田尾張守殿 御宿所

［史料 12］「武田家朱印状写J（石井進所蔵文書）

大熊新左衛門尉
長秀（花押）

市川新六郎
信房（花押）

小菅より赤沢に至る、往復のため、人民居住せしむるの由、尤思し食され候、もし非分猿籍を企て

らる輩者、罪科に処せらるべきの由、仰出される塩、伯知件、
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天正七年 土屋右衛門尉

二月廿五日竜朱印

市川新六郎殿

【史料 13 J「上杉景勝書状」（上越市公文書館所蔵文書）

奉之、

書中差越具見届、委細心へ候、然者、愛元の儀何事もなく候、心安かるべく候、一昨十七館落居、敵悉

討捕之候、さめかを一城成置候、種々計作これをなす、堀江かたへ申越候条、落着程有間敷く候、心安か
（関東）

るべく候、随市関堺敵成るべく働模様の由、いさい心へ候、栗林始とするもの、何も愛元へ越候者共、

今日返し｛展開、何も油断ハ有間敷候、樺揮の義もそうそうはきゃく成るべきの由、申越候条、定市如在ハ

有問敷候、髄而市川甲州へ召ょせ、須田五郎赤津に差置候よし申候哉、少も当城に対しJjlj意ハ有間敷候、

愛元へも巨細を聞き候条、心安かるべく候、（略）

（天正七年）三月十九日

浅間修理亮殿

( 4）「文禄三年定納員数目録」にみる妻有の武士と市河氏

大井田氏大井田喜七郎 391.5石 大井田平右衛門 110.9石

小森沢氏 小森沢又五郎 257石小森沢肥前 107.9石

［笹両衆｝ 今井氏 今井静、右衛門 371石

［泉沢政秀同心衆】中条氏 中条玄蕃 22.l石

［市川房綱同心衆｝倉俣氏 倉俣源四郎 28.8石

I史料 12 } I市川土佐守房忠伝J（「山梨県立博物館市川文書J) 

景勝（花押）

市川土佐守房忠 文禄三年甲午歳八月八日於信州市川之域誕生、父市川左衛門尉房綱、母者倉俣讃岐守

女、始名孫次郎・．．

［史料 14］「文禄三年定納員数目録J（上杉文書）

山廻衆証人横目モ兼ル

四十六石九斗一升七合本名中野市川源左衛門

※横目 証人・日付ともいう。両属する「境目の城j に在域していること自体が、一方の大名が証人を

要求することのできる根拠となっていた。横目を差し出すことで両属関係の安定が図られた。

3 飯山口と外捧衆

( 1 ）御館の乱と両属する岩井氏

｛史料 15］「上杉景虎宛行状案」

（歴代古案）

当国堪忍あるべきの由簡要候、その

ため下篠宮内少輔分井念仏寺領出置

者也、侶如件

天王六
八月三日

「岩井備中兄j

岩井大和守殿

（朱書）
「三郎殿御名乗」

（追筆）且占
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介 軒九兵 車条銅賞左衛門

小森沢政秀童子次郎右衛門尉藻沢利重

量沼
登坂安忠 E清忠広居忠家樋口兼一栗林
政頼黒金量信樹井吉晴福王寺兵部少輔
事功豊後佐蔵平左衛門
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後ニ島 1li之者共 直江信網
国首志 上 杉 景 備 本 庄 斎 七 郎 丸 田 周 防 守

吉江信景山音量長山岸秀能山岸光祐村

蒲原
神余親綱丸田伊豆守丸田掃部助河国吉 山 塵 揖 菅 名 調 輔 安 田 治 都 合 輔 水 原 満家
孔累川清実 竹俣盛綱加地春鋼五十公宗信事再発田忠

教中華景泰築地責豊山浦温藩高製件 配

岩舟 笹川盛長本庄語長 色部 長真 本庄 繁長

東蒲原 小田切弾正忠 a孫七部金上盛借

須函讃盤北村孫兵衛井上三郎兵衛大滝新
夜交畏部左衛門・九郎三錨 八町某 兵衛尉高裂.八郎草間正左衛門吉田薫

信 高井・ 左衛 門書 越新 五郎

ll 水内
岩井大和守.能 z式都挑井義幸・上倉下総 岩井昌能・信画監尾歯車重信嶋津喜七郎岡田

国 守 正十圭縄左野衛...門壊新左衛門大滝新兵衛大滝甚

更埴 関屋佐左衛門東条佐漉守 東条加左衛門

越中国 小曇甚島職鎮鯵坂長実河田畏親神保職事畏

よ野間 :tt条高広北条畳広河田重親 上野家成
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【史料 16］「上杉景勝感状案J（覚上公御書集成）
上越市三和）

今度錯乱の処、龍城を遂げ走り廻る事、神妙至候、蕗により、山束郡南岩井村・道金村・鬼木村井板

倉村平七分宛行候、弥忠信を抽んずべき旨、肝要候、初執達知件、

天正六年
日
H朔月

殿

九
J

守山中
（
備井岩

塁監

［史料 17］「上杉景勝感状J（県立歴史館所蔵文書）

今度錯乱の処、寵城を遂げ走り廻る事、神妙候、ままにより湯浅分宛行候、弥忠義を抽んずべきの段簡
要候、イ乃執達如件、

天正うし月朔日 景勝（朱印）

大瀧新兵衛尉殿

( 3）武田勝頼に軍役奉仕する外様衆

［史料 18］「武田勝頼安堵状案J（歴代古案）

向後忠節を抽んずべきの旨言上候問、累年被抱来領地、異義なく下し置かれ候、重以御検使相改め

られ、知行分定納之員数により軍役を定められるべし、弥忠信肝要たるべきの由、仰せ出される者

也、仇却併正七年）
九月廿三日

尾崎孫十郎殿

跡部大炊助
泰之

［史料 19］「武田勝頼朱印状J（県立歴史館所蔵文書）

自今以後別而奉公の忠を抽んずべきの候の問、来秋飯山領榔改の上、相当の闘所、宛行らるの由

仰出さるところ血、初如件、

天正七年二月十七日

大瀧甚兵衛尉殿

土屋右衛門尉奉之

［史料 20 l「尾崎重元書状案J（尾崎文書）

達

今度各当納の儀、願候旨に任せられ、甲府江申出候処、蔵方を以て相改候得由、申来により、則相
改候通ため、員数訴訟せしめ候処、幸上聞候、弥押付、代官・蔵方等の書立引合、相渡すべきの由、

仰出され候関、其旨申付、古河・石栗指越候、初如件

天正八辰

九月三日 尾孫士一
塁王ヌじ

大瀧和泉守殿 一
夜交左近丞殿
大滝土佐守殿
小幡山城守殿
上倉参河守殿

［史料21］「と杉景勝宛行状案J（歴代古案）

出置地之事
尾崎十右衛門分

榎井甚右衛門分
新屋右近丞分
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谷弥四郎分
以上

右、普請用心等油断なくこれを勤べき者也、初如件

天正八年
七月七日

丸山助兵衛尉殿

4 境目の領主 小田切氏と蓮名氏

( 1 ）芦名・上杉に両属する小田切氏

i史料22］「文禄三年定納員数目録j

信州出身小田切豊前守分芦名家ニモ奉公小田切安芸守分同

［史料 23）「芦名盛隆書状J（小田切文書）

景勝（花押）

松本左馬助新発田へ指越候、上下之路次中相違なき様、懇切馳走尤に候、彼口滞留中脚力以下往還、

猶以任置候、恐々謹言

（天正十年）二月廿六日

小田切弾正忠殿

［史料 24 l r芦名盛隆書状」（小田切文書）

「（墨引） 小田切弾正忠殿（墨引） J 

盛隆（花押）

書札委曲披見候、景勝新発田筋へ出張候哉、これにより、越衆より書状披見候、舟の儀借り候事、返

々無用候、委しく松本伊豆守ニ申理候問、申越すべく候、細事儀は、越国へ万々忠節慮外の至候、向

後其分候はば、断じて申付け候 恐々謹言

（天正十年）八月十六日 盛隆（花押）

小田切弾正忠殿

5 岩井信能の工作

【史料 25］「上杉景勝書状J （覚上公御書集成）

その方の稼をもって、今般海津北之諸士ことごとく引付るの儀、浅からざる次第に候、然ば、片時

も早々色立ち、肝要に候、かようの儀延々ニ候えば、露顕せしめ、必ず滅亡せしむる者ニ候問、皆

々相急ぎもっともの由、いよいよ念をいるべく候、謹言

（天正十年）三月廿九日 景勝御居判

岩井式部少輔殿

［史料 26］「岩井信能書状J（上杉家文書）
（外樟） （諦合）

猶々、如何の時分、 ③上様御意光をもって、とさまもの共ニも、先代成に馳走せしめ、父ニも一所ニたんかう申、

上さま御めにかけ申、はや仏神を頼み入り、この表ニねまり、在所の儀をは存じ候ノ＼す候事、是非なき次第に候、

④御取成候て、早々めしかへさせられ本意ニ成られ候て下され候、けっか 上さま又かた J 三さま無二の御ほうこ

う申すべき存より、一度 上様御光をもって、本意に申し度き存分に候、さやうニこれなく候へは、近年忠信尚こ

れを致し申す事候、頼み奉り候、巳上、

わざわざ飛脚をもって申し達し候、よって昨日御書中下され候、参着せしめ候、①外様之もの共先

代のごとく御忠信申し候、飯山の地取つめ申し候の由、自ら何をもって然るべく候、如何に落城申
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（昌能）

し候や、かゃうの時分、②ここもと差し越され候故、信州へ出陣申候ハて、是非なき次第に候、備中守も

ーるい・ふ代・召使者、外様面々力あるまじく候、一度 上様御前を無二まほり申儀も、かゃうの

時、御意光をもって本意を申し、外様もの共御取り成し申したく候ニ、ここもと在陣何事候哉、よ

くよく御分別候て、めしょせられ、外様へ先ず御備成され候まで、御越し候様ニ頼み入申す外、他

事なく候、万吉、恐々謹言、

（天正十年）卯月一日
岩語能（花押）

与六殿参入々網中

6 両属から家臣団再編成へ

( 1 ）直江兼続配下（与板衆）となった信濃武士

［史料 27］「直江兼続書状案j （覚上公御書集）

一同年四月、信州住小土の輩、越府に在勤せしむにより直江兼統奉ずるの知所証の書出

知行亀井郡以下向）

田中・同 水 下 一 沓 野 ・ 金 蔵 一於井上源三郎扱

以上

右注文の如く宛てらるところ如件、

天正十四年四月十七日

高山仁助殿

八町惇助殿

【史料 28］「直江兼続黒印状案」（景勝公御書集）

兼続

井上五十人衆軍役の儀堅く申付くべく候、もしかの者共の内ニ其方下知に背く者これあり、ていれば、

急度注進尤に候、以上、

二月廿八日 直江黒印

大峡織部佐殿

［史料 29］「直江兼緯容釘）状J

五捨五貫九百文監是主主
此内

弐拾貫文之分、仰付られる者也、よって如件

天正十年 直江

卯月志田）
尾崎孫十郎殿

( 2 ）会津移封（慶長 3年 (1598)3月）と高井郡の武士

「米沢藩諸士書上J（米沢市立図書館蔵 抜粋）

怖川左衛門佐房綱始め長寿丸、景勝公御代信州に差置かれ忠信す。曾津へ国替の上、仙道塩ノ松西城

に差置かれる、秩六千七百石これを賜る、米沢御国替供奉、慶長十九年十二月廿六日大坂に於いて討死。

何回作左衛門元秀｜右元秀、父総助儀は信州井上拾七騎の内。天正之頃武田信玄公御知行下され、御朱

印今に所持仕り候。それ以後信州御手に入る。景勝公御代、御当家様江属し奉り、直江山城守手にて相
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勤め、会津国替の節も会津江罷越す。（中略）作左衛門相改め、御知行三百石成され歩破のもの百人御預

かりのところ、組の者里の手五拾人会津江参らずにつきて、御勘気を蒙る。その後蛇口村に召し出され、

住居の瑚、信州召し連れ候譜代の召仕大勢扶持仕るにつきて、開地申し立て候処、蛇口矢野目・小其塚

の内勝手次第、自分足軽を以て相関の旨直江山城守直筆之証文今に所持仕り候。

｜八町伝助嫡子 八町清兵衛長忠 初名輿三郎｜右は、景勝公御代会津において父家督を継ぎ、御知行五

十石成し下され、御馬廻に相勤め候、右家督の年月不分明候。

一右御代、大坂両度の御陣共に相越申し候、その節直江山城守命をもって清兵衛ならびに北村孫兵衛両

人を召し、武具鉄砲等、公儀の御入料をもって京都辺をお登せ下し置かれるに付き、右諸賃銀よりこれ

ある拾石の処、御取上に罷り成り、御算用相済ませお返し下し置かれるべき由に付き御帰陣の上はこれ

ある旨御訴訟申し上げ候得共、何の訳かその御沙汰なく四拾石にて軍役相勤め申し候

｜曾祖父 尾崎源太左衛門重雪i信州小布施城主飯山加番 尾崎三郎左衛門重誉嫡子（中略）慶長四年の

春歳弐拾七ニ而福島において、父の跡式家督仰せ付けられ、御知行相違なし、右御城守護仕り同心まで

居城御改たまう、遊ばされ候所、謹訴御座候て御不審御座候時分、差置仕る岩井備中壱人会津へ参上、

色々申出候付、相残同所一家何も申訳なく、知行勤方各召上られ家頼同心まで直江山城守御預成され候

( 3 ）直江兼続と鉄畑技術

院失抱技術の重視i
「越後より若松へ御国替の刻、先方衆諸浪人御か、への時鉄胞の師匠を仕者か＼へ申さるべしJ（「鉄抱

一巻之事J『上杉文書』九四五）

兼続、米沢白布に鉄砲工場を作り、城下に鉄抱屋町を設置

木島又次郎（図書） 鉄抱衆。「てつはう衆にいて候者候ハ人よりき弐入ほとたつね申へく候」（「高梨

頼親書状案」『歴代古案』六）

童童~兼続「てつはうの用いるところに時々遣わし候J （維宝堂文書）→鉄砲技術者

立岩喜兵衛（葛山衆） 鉄泡・弓能手を調達するよう兼続が命ずる（覚上公御書集）

~孟歪 「大坂御障の節御鉄姻御足軽五十人組仰せ付けらる」

ムE畳盟御鉄抱衆（覚上公御書集、天正 14年）。子の長忠も大坂陣で直江兼続の命で北村孫兵衛とと

もに鉄砲買い付ける。
かろうど

星監昆岸和田流鉄伯秘伝書が伝わる。岸和田流は上杉家臣唐人秀正・吉田善定が薩摩の商人岸和田氏

から伝授された。

関之信 西保志摩守の配下で慶長 17年（1612）鉄抱師範丸田盛次より秘伝を授けられる。

丸田盛次 信州丸田在名ヲ以氏トスo 丸田勘解由名跡実御馬廻駒沢氏。無給ニテ鉄砲為稽古大坂ニ至片桐

左近少輔ニ随ヒ種子島鉄砲奥義ヲ伝ヒ米府ニ下ノレ。慶長九年御家中御鉄砲総支配命之、直江山城守ニ御預

以来与板之列ニ入。 ※丸田伊豆守：越後栃尾に所領。

おわりに

・越後守護権力と北信濃 川中島合戦もこの観点で考えるべき。

－境目地域の戦国時代 「一族が分裂」というよりは「一族で両属Jしたのが境目地域

上野・信濃・越後 3カ国はこれらの観点から見宜しが必要
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